
男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針        

内閣府男女共同参画局（平成25年5月） 

 男女共同参画の視点から、必要な対策・対応について、予防、応急、復旧・復興等の各段階に 

 おいて地方公共団体は取組む際の指針となる基本事項を示す。 

   【基本的な考え方】 

    １ 平常時からの男女共同参画の推進が防災・復興の基盤となる 

     ２ 「主体的な担い手」として女性を位置づける 

       ３ 災害から受ける影響の男女の違い等に配慮する 

       ４ 男女の人権を尊重して安全・安心を確保する 

       ５ 民間と行政の協働により男女共同参画を推進する 

       ６ 男女共同参画センターや男女共同参画担当部局の役割を位置づける 

       ７ 災害時要援護者への対応と連携に留意する 

復興における男女共同参画の最近の国の動き 

男女共同参画会議決定を踏まえた地域における取組の推進について  

内閣府男女共同参画局長通知（平成26年5月） 

  東日本大震災からの復興に係る各種事業において、男女共同参画の視点が明らかになるよう、 

      女性が活躍している事例等の積極的な情報発信及び復興に係る政策・方針決定過程への女性 

      の参画を一層推進すること。 

男女共同参画の視点からの復興 ～参考事例集～    復興庁男女共同参画班 

  まちづくり、仕事づくり、健康づくりなどの分野で、女性が活躍している事例や被災地の女性を 

      支援している事例等を収集し・公表 
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